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令 和 5 年 ３ 月 １ 7 日 

子ども・子育て審議会資料① 

令和５年度児童館事業計画（案）について 

 

１ 児童館とは 

 児童館は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に基づく児童厚生施設で、遊びを通

して子どもたちの健やかな成長を図り、情操を豊かにすることを目的とした施設です。 

 

２ 小平市の児童館 

 

名 称 開設年月日 所在地 規 模 備 考 

花小金井南 

児童館 

Ｈ１４．２．１ 花小金井南町 

３－３－１７ 

３１８．１６㎡ 

（児童館部分） 

花小金井南地域 

センターに併設 

小川町二丁目 

児童館 

Ｈ１９．２．２ 小川町 

２－１１５４ 

４４７．７８㎡ 

（児童館部分） 

小川町二丁目地域 

センターに併設 

小川町一丁目 

児童館 

Ｈ２５．３．１５ 小川町 

１－３０４５ 

４６５．１７㎡ 

（児童館部分） 

小川町一丁目地域 

センターに併設 

 

３ 管理・運営 

 （１）児童館指定管理者：株式会社 明日葉 

 （２）指定管理期間：平成３０年４月１日～令和５年３月３１日（５年間） 

           令和５年４月１日～令和１０年３月３１日（５年間） 

※令和５年度より、中高生世代の更なる居場所づくりを目的に、利用頻度の多い土曜日の 

開館時間を１９時まで（１時間）延長。 

 

４ 令和５年度児童館の事業 

   乳幼児対応事業…年齢別乳幼児親子クラス、プラレールの日、父親向け行事、 

           食育講座、親子体操、親子リトミック、ベビーマッサージなど 

   小学生対応事業…工作、折り紙教室、カプラの日、実行委員活動（クリスマス会など）、

スポーツ活動、レクリエーション、あおぞら児童館（外遊び活動）、子

ども会議など 

   中高生対応事業…ティーンズタイム、スポーツ大会（バスケットボール、卓球等）、 

           中高生のための乳幼児ふれあい教室など 

 

５ 令和５年度児童館の行事 

（１） 拡充する行事 

① 令和４年度に実施した以下２つの行事を拡充し、市内３児童館にて実施。 

・小川町二丁目児童館にて実施「子ども会議」 

小学生利用者を対象とし、児童館の利用に対して子どもが意見を述べる場の提供を目

的に実施（学期ごとに１回（延べ９回））。 

・小川町一丁目児童館及び小川町二丁目児童館にて実施「外遊び活動」 

近隣公園でのレクレーションを中心とした外遊び活動「あおぞら児童館」を実施（毎月
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１回（延べ３６回））。 

② 小川町一丁目児童館にて実施「おがレク Teens」 

  中高生利用者を対象とし、スポーツを中心とした活動を「中高生あつまれ」として実施 

（毎月１回（延べ３６回））。 

・中高生の居場所づくりや活動の支援を目的に、定期的な活動（漫画、アニメ、プラモデ

ル等）場所の提供。 

・中高生の学校以外での学びの機会の提供を目的とする中高生向け講座の実施。 

（２）引き続き実施する行事 

・親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた！」（ＢＰプログラム）・「きょうだいがう

まれた！」（ＢＰ２プログラム）を、それぞれ花小金井南児童館（２回）、中央公民館（２

回）で実施。※BP は１期毎に４週連続講座、BP２は１期毎５週連続講座。BP・BP2

合わせ年３６回実施。 

・花小金井南児童館では、地域協力者による昔遊び・しめ縄作り・おもちつき会を実施。

小川町一丁目児童館でも、昔遊びを実施。 

   ・子育て・親育ち講座を、各館年２回実施。 

・館内に常設する子ども広場の活動の一環で、以下事業を実施。 

【多世代交流事業】 

壁面制作を各館で実施。乳幼児～中高生世代までが協力して毎月の壁面を作成。 

【出張子ども広場】 

 週１回、児童館子ども広場のスタッフが、子ども広場事業を実施。 

開催日時：週１回、10時から 18時 

対象者：乳幼児親子、小学生、中学生 

場  所：御幸地域センター（花小金井南児童館担当、金曜日） 

学園東町地域センター（小川町二丁目児童館担当、木曜日） 

小川西町中宿地域センター（小川町一丁目児童館担当、水曜日） 

   ・指定管理者（株式会社明日葉）所属の栄養士による食育（離乳食）講座を、各館年２回

実施。（花小金井南児童館では、栄養指導に詳しい地域協力者による「食育広場」を毎

月実施しており、今後も実施していく。） 

   ・「スポーツで元気」を各館年１２回実施。 

 

（３）その他の行事 

   ・季節ごとの行事及び特別行事…豆まき、ひなまつり、夏まつり、お化け屋敷、 

                  ハロウィン、クリスマス会など 

   ・館外での行事・活動…地域クリーン活動、３館合同行事など 

   ・出張児童館（in中央公民館）を年３回実施。 

 

 

 

 

 

 


